
○熊本市環境審議会規則  
昭和 64 年 1 月 7 日  

規則第 1 号  
(趣旨 )  

第 1 条 この規則は、熊本市環境基本条例 (昭和 63 年条例第 35 号。以下「条例」
という。 )第 10 条第 2 項の規定に基づき、熊本市環境審議会 (以下「審議会」
という。 )の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。  
(所掌事務 )  

第 2 条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するものと
する。  
(1) 条例第 3 条第 1 項に規定する計画の策定に関すること。  
(2) 公害対策に係る基本的事項に関すること。  
(3) 熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例 (平成元年条例第 18 号 )及

び熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則 (平成元年規則第
47 号 )の規定に基づき審議会が行うこととなる事務に関すること。  

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、良好な環境の確保に係る基本的事項に関す
ること。  

2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関して、市長に意見を述べることができ
るものとする。  

(平 11 規則 48・全改 )  
(組織 )  

第 3 条 審議会は、委員 20 人以内で組織する。  
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

(1) 学識経験を有する者  
(2) 市議会議員  
(3) 関係行政機関の職員  
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者  

(平 14 規則 83・一部改正 )  
(任期 )  

第 4 条 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠
委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

2 委員は、再任されることができる。  
(会長及び副会長 )  

第 5 条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。  
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。  
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。  
(部会 )  

第 6 条 審議会の部会 (以下「部会」という。 )として、総合部会、生活環境部会
及び自然環境部会を置く。  

2 市長が必要と認めるときは、前項に定めるもののほか、部会を設置すること
ができるものとする。  

3 部会は、会長から審議会に諮って指名する委員をもって構成する。  
4 部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によって定

める。  
(平 11 規則 48・追加 )  

(審議事項の部会への付議等 )  
第 7 条 会長は、審議会が審議すべき事項をそれぞれ適当な部会に付議するこ

とができる。  
2 部会長は、前項の規定により付議された事項について審議を行ったときは、

その結果を会長に報告しなければならない。  
(平 11 規則 48・追加 )  

(顧問 )  
第 8 条 審議会が審議すべき事項のうち、特に重要な事項について意見を述べ

ることができる者として、顧問を置くことができる。  



2 顧問は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長
が委嘱する。  

3 顧問の任期は、３年とする。  
(平 11 規則 48・追加 )  

(専門員 )  
第 9 条 審議会が審議すべき事項のうち、特に専門的な事項について調査及び

研究を行う者として、環境専門員 (以下「専門員」という。 )を置くことができ
る。  

2 専門員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市
長が委嘱する。  

3 専門員の任期は、委嘱の日から当該専門員の委嘱に係る専門的な事項に関す
る調査及び研究の結果について、審議会が市長に報告した日までとする。  

(平 11 規則 48・追加 )  
(会議 )  

第 10 条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。  
2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければこれを開くことができ

ない。  
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。  
(平 11 規則 48・旧第 6 条繰下 )  

(関係者の出席 )  
第 11 条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者の出席を求め、

その説明又は意見を聴くことができる。  
(平 11 規則 48・旧第 7 条繰下、平 14 規則 83・一部改正 )  

(準用 )  
第 12 条 第５条第２項及び第３項、第 10 条並びに前条の規定は、部会について準用

する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、
「副会長」とあるのは「副部会長」と、「委員の」とあるのは「当該部会に属する委
員の」と読み替えるものとする。  

(平 11 規則 48・追加 )  
(庶務 )  

第 13 条 審議会の庶務は、環境局環境政策課において行う。  
(平元規則 40・平 4 規則 45・平 8 規則 38・一部改正、平 11 規則 48・旧
第 8 条繰下 )  

(雑則 )  
第 14 条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会

長が審議会に諮って定める。  
(平 11 規則 48・旧第 9 条繰下、平 14 規則 72・一部改正 )  

附 則  
この規則は、公布の日から施行する。  

附 則 (平成元年 4 月 28 日規則第 40 号 )  
この規則は、公布の日から施行する。  

附 則 (平成 4 年 4 月 30 日規則第 45 号 )  
この規則は、公布の日から施行する。  

附 則 (平成 8 年 4 月 1 日規則第 38 号 )抄  
この規則は、公布の日から施行する。  

附 則 (平成 11 年 6 月 25 日規則第 48 号 )  
この規則は、公布の日から施行する。  

附 則 (平成 14 年 9 月 26 日規則第 72 号 )  
この規則は、公布の日から施行する。  

附 則 (平成 14 年 9 月 27 日規則第 83 号 )  
この規則は、公布の日から施行する。  
 附  則(平成 24 年 4 月  1 日規則第 7 号 )  

この規則は、公布の日から施行する。  
 



附  則 
この規則は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。  
 


